
「東征伝絵巻」（唐招提寺蔵）　中国・揚
州延光寺で鑑真に会う藤原清河一行。中
央の直衣が清河。阿倍仲麻呂は黒の束帯
姿のうちの一人か。

「古今和歌集目録」（国立国会図書館蔵『群
書類従』巻 285 上，国立国会図書館デジ
タルコレクション）
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◉講座◉
国
際
交
流
の
人
々
〈
日
本
人
〉

阿倍仲麻呂
仲
麻
呂
伝
の
成
立
過
程

浜
田
久
美
子

「吉備大臣入唐絵巻」（Minister Kibiʼs Adventures in China，Scroll 2/William Sturgis Bigelow 
Collection，by exchange 32.131.2/Photograph Ⓒ 2018 Museum of Fine Arts，Boston．All 
rights reserved，ボストン美術館蔵，ユニフォトプレス提供）　唐で楼に幽閉された吉備大
臣（吉備真備）のもとに来た鬼は衣冠姿に形を変え，「日本の遣唐使」「安倍氏侍りや」と言
う。阿倍仲麻呂の亡霊の鬼の助けで吉備大臣は唐から出された難題を切り抜ける。

リポジトリの公開に際して、著作権の関係により冊子体掲載の図を
非表示としています。

khama
長方形

khama
長方形
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年
）
以
後
で
あ
る
こ
と
や
、
詔
勅
の
起
草
や
人
事
な
ど
国
政
の
実
権
に
密

接
な
職
に
は
就
い
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
出
典
に
注
目
し
て
次
の
二
点
を
特
徴
に
挙
げ
た
い
。
一
点
目

は
、
出
典
の
多
く
が
中
国
史
料
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
い
う
中
国
史
料

は
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
通
典
』『
唐
会
要
』
な
ど
の
中
国
正
史
と
、

王
維
や
儲
光
羲
な
ど
盛
唐
の
詩
人
の
作
品
に
大
別
で
き
、
そ
の
ほ
か
入
宋

僧
成
尋
の
日
記
『
参
天
台
五
臺
山
記
』
が
引
用
す
る
「
楊
文
公
談
苑
」

（
北
宋
宋
庠
〈
〜
一
〇
六
六
〉
編
）
も
中
国
史
料
と
み
な
し
た
。
唐
詩
や

「
楊
文
公
談
苑
」
が
中
国
正
史
を
補
う
情
報
を
含
む
こ
と
は
〔
表
1
〕
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二
点
目
は
、
官
歴
を
載
せ
る
日
本
史
料
が
僅
か
で
あ
り
、
か
つ
内
容
が

中
国
史
料
と
重
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
仲
麻
呂
の
官
歴
を
載
せ
る
日
本

の
正
史
は
『
続
日
本
後
紀
』（
以
下
『
続
後
紀
』）
の
み
で
あ
る
が
、
加
え

て
注
目
で
き
る
の
が
鑑
真
と
と
も
に
来
日
し
た
弟
子
の
思
託
に
よ
る
情
報

（『
唐
大
和
上
東
征
伝
』『
延
暦
僧
録
』）
で
あ
る
。
鑑
真
は
唐
の
天
宝
十
二

載
（
七
五
三
）、
揚
州
で
藤
原
清
河
、
大
伴
古
麻
呂
、
吉
備
真
備
、
阿
倍

仲
麻
呂
ら
の
訪
問
を
受
け
、
そ
の
後
日
本
に
向
け
て
渡
海
し
て
い
る
た
め
、

鑑
真
の
そ
ば
に
い
た
思
託
に
よ
る
情
報
は
信
憑
性
が
高
い
と
い
え
る
。
一

方
で
、『
続
後
紀
』
と
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
あ
る
光
禄
大
夫
や
御
史

中
丞
、
北
海
郡
開
国
公
に
つ
い
て
は
中
国
史
料
に
み
え
ず
、
後
述
の
よ
う

に
、
他
の
遣
唐
使
（
と
り
わ
け
藤
原
清
河
）
の
官
職
と
の
混
同
が
指
摘
さ

（
2
）

（
3
）

は
じ
め
に

阿
倍
仲
麻
呂
と
い
え
ば
、『
百
人
一
首
』
に
も
含
ま
れ
る
「
天
の
原
ふ

り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
い
で
し
月
か
も
」
の
歌
を
思
い
浮

か
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
玄
宗
皇
帝
（
在
位
七
一
二
〜
七
五
六
年
）
の

も
と
で
唐
朝
に
仕
え
、
帰
国
で
き
ず
に
唐
で
没
し
た
悲
運
の
人
物
と
い
う

の
が
こ
の
歌
に
伴
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
天
の
原
」
の
和

歌
は
仲
麻
呂
没
後
一
三
〇
年
以
上
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』

に
収
録
さ
れ
る
ま
で
他
の
史
料
に
は
み
え
ず
、
仲
麻
呂
の
唐
で
の
官
職
も

史
料
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
肝
心
の
日
本
古
代
の
史
料
に

は
仲
麻
呂
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
律
令
国
家
が

仲
麻
呂
を
見
る
目
は
現
代
よ
り
冷
静
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で

は
、
仲
麻
呂
の
官
歴
を
伝
え
る
日
本
史
料
の
成
立
過
程
を
検
討
し
、
古
代

律
令
国
家
の
阿
倍
仲
麻
呂
像
を
考
察
し
た
い
。

一
　
史
料
に
み
え
る
官
歴

阿
倍
仲
麻
呂
の
官
歴
に
つ
い
て
は
、
杉
本
直
治
郎
氏
に
よ
る
詳
細
な
研

究
が
あ
る
。
個
々
の
官
職
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
す
べ
て
が
唐

に
お
け
る
官
歴
で
あ
り
、
整
理
す
る
と
〔
表
1
〕
の
よ
う
に
な
る
。
仲
麻

呂
の
官
歴
の
性
格
と
し
て
、
玄
宗
皇
帝
の
寵
臣
と
し
て
の
侍
従
職
で
、
安

南
（
ベ
ト
ナ
ム
）
の
地
方
官
と
な
る
の
は
粛
宗
（
在
位
七
五
六
〜
七
六
二

（
1
）
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官歴 相当品階 期間（杉本説）
出典

中国史料 日本史料

太学 ― 開元 9（721）〜開元 15（727） 談苑・王維序・儲光羲
校書（司経局） 正九品下 開元 9（721）〜開元 15（727） 儲光羲

（左）拾遺 従八品上 開元 15（727）〜開元 19（731） 姓解「拾遺」
左補闕 従七品上 開元 19（731）　＊ 1 旧唐書・新唐書・唐会要・

談苑「補闕」・趙驊「補闕」
古今目録

儀王友 従五品下 開元 22（734）〜天宝 10（751） 旧唐書・新唐書
衛尉少卿 従四品上 天宝 11（752）〜天宝 12（753） 通典
秘書監 従三品 天宝 12（753） 談苑「検校秘書監」・王維
衛尉卿 従三品 天宝 12（753） 東征伝・延

暦僧録
左散騎常侍 従三品 上元中（760 〜 761）　＊ 2 旧唐書・新唐書・唐会要「右

常侍」・冊府元亀・談苑「右
常侍」

続後紀「右
散騎常侍」・
古今目録「散
騎常侍」

鎮南都護 正三品 上元中（760 〜 761） 旧唐書・新唐書「安南都
護」・唐会要「安南都護」・
安南志略「安南都護」・談
苑「安南都督」

安南節度使 正三品 永泰 2（766） 冊府元亀
（光禄大夫） 従二品 仲麻呂の官歴とはみなさず 続後紀・古

今目録（御史中丞） 正五品上
（北海郡開国公） 正二品
贈潞州大都督 従二品 大暦 5（770）
＊ 1　村上哲見（註（2）書）は趙驊詩の「西掖」が中書省の雅称であることから右補闕であるとする。
＊ 2　上野誠（註（2）書）は広徳 2（764）にも左散騎常侍であったとする。

【出典】「　」は表 1 での略称
中国史料：「旧唐書」巻 199 上東夷伝日本，「新唐書」巻 219 東夷伝日本，「通典」巻 185 辺防 1 東夷上倭，「唐会要」
巻 100 日本国，「冊府元亀」巻 977 外臣部降附，「安南志略」巻 9，「姓解」巻 3，「談苑」参天台五臺山記巻 5 延
久 4 年 12 月癸卯条所引楊文公談苑，「王維序」「王維」送秘書晁監還日本国幷序，「儲光羲」洛中貽朝校書衡，「趙
驊」送晁補闕帰日本国
日本史料：「続後紀」続日本後紀承和 3 年 5 月戊申条，「東征伝」唐大和上東征伝天宝十二載，「延暦僧録」東大
寺要録巻 1 所引延暦僧録文勝宝感神聖武皇帝菩薩伝，「古今目録」古今和歌集目録

表1　阿倍仲麻呂の官歴
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れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
出
典
と
な
る
史
料
の
成
立
過

程
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
以
下
で
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
日
本
史
料
の
検
討

（
一
）
仲
麻
呂
記
事
の
特
徴

阿
倍
仲
麻
呂
は
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
遣
唐
使
に
随
行
し
て
唐
に

留
学
し
た
。
天
平
勝
宝
の
遣
唐
大
使
藤
原
清
河
と
同
船
で
帰
途
に
就
い
た

が
、
安
南
に
漂
着
、
後
に
清
河
と
と
も
に
唐
に
戻
る
。
宝
亀
十
年
（
七
七

九
）
に
清
河
へ
の
追
贈
や
仲
麻
呂
の
死
亡
を
伝
え
る
記
事
（〔
表
2
〕
④
）

が
み
え
る
た
め
、
前
年
に
帰
国
し
た
宝
亀
の
遣
唐
使
が
彼
ら
の
死
を
伝
え

た
と
さ
れ
る
。
仲
麻
呂
の
没
年
に
つ
い
て
は
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
後

掲
）
が
唐
の
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
と
す
る
が
、
こ
れ
を
清
河
の
没
年
と

み
る
説
も
あ
り
定
か
で
は
な
い
。

〔
表
2
〕
は
日
本
の
正
史
に
み
え
る
仲
麻
呂
に
関
す
る
記
述
を
一
覧
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
表
か
ら
は
次
の
三
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
、
入

唐
以
前
の
仲
麻
呂
に
つ
い
て
の
記
事
が
な
い
こ
と
、
次
に
仲
麻
呂
の
肩
書

が
一
貫
し
て
「
学
生
」
で
あ
る
こ
と
、
最
後
に
仲
麻
呂
の
単
独
の
記
事
は

④
宝
亀
十
年
の
死
亡
記
事
の
み
で
伝
記
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

鑑
真
や
思
託
、
帰
国
し
た
遣
唐
使
ら
に
よ
り
、
仲
麻
呂
の
唐
で
の
情
報

は
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
史
に
唐
で
の
官

職
は
記
さ
れ
ず
、
死
後
も
肩
書
は
「
学
生
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

（
4
）

（
5
）

（
6
）

表
2
　
日
本
の
正
史
に
み
え
る
阿
倍
仲
麻
呂

①
続
日
本
紀

天
平
十
一
年
（
七
三
九
）

十
一
月
三
日

平
郡
朝
臣
広
成
等
拝
朝
…
逢
本
朝
学
生
阿

倍
仲
満
、
便
奏
将
入
朝
、
請
取
渤
海
路
帰

朝
。
天
子
許
之
、
給
船
粮
発
遣
…
。

②
続
日
本
紀

宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）

三
月
四
日

初
問
新
羅
使
来
由
之
日
、
金
初
正
等
言
、

在
唐
大
使
藤
原
河
清
・
学
生
朝
衡
等
、
属

宿
衛
王
子
金
隠
居
帰
郷
、
附
書
送
於
郷
親

…
。

③
続
日
本
紀

宝
亀
六
年
（
七
七
五
）

十
月
二
日

前
右
大
臣
正
二
位
勲
二
等
吉
備
朝
臣
真
備

薨
…
我
朝
学
生
、
播
名
唐
国
者
、
唯
大
臣

及
朝
衡
二
人
而
巳
…
。

④
続
日
本
紀

宝
亀
十
年
（
七
七
九
）

五
月
二
十
六
日

前
学
生
阿
倍
朝
臣
仲
麻
呂
、
在
唐
而
亡
。

家
口
偏
乏
、
葬
礼
有
闕
。
勅
賜
東
絁
一
百

疋
、
白
綿
三
百
屯
。

⑤
類
聚
国
史

　
巻
一
八
七

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）

五
月
二
十
七
日

正
五
位
下
羽
栗
臣
翼
卒
云
々
。
父
吉
麻
呂
、

霊
亀
二
年
、
以
学
生
阿
倍
朝
臣
中
麻
呂
傔

人
入
唐
、
娶
唐
女
、
生
翼
及
翔
…
。

⑥
日
本
紀
略

延
暦
二
十
二
年
（
八
〇 

三
）
三
月
六
日

入
唐
大
使
贈
従
二
位
藤
原
朝
臣
河
清
…
可

贈
正
二
位
。
河
清
、
贈
太
政
大
臣
房
前
之

第
四
子
也
…
天
宝
十
二
載
、
与
留
学
生
朝

衡
、同
舟
帰
朝
、海
路
逢
風
、漂
泊
安
南
…
。

⑦
続
日
本
後
紀
承
和
三
年
（
八
三
六
）

五
月
十
日

便
附
聘
唐
使
、
贈
遣
往
歳
銜
本
朝
命
入
唐

使
幷
留
学
等
。
在
彼
身
没
者
八
人
位
記
、

以
慰
幽
魂
。
其
詔
詞
曰
…
故
留
学
問
贈
従

二
品
安
倍
朝
臣
仲
満
、
大
唐
光
禄
大
夫
・

右
散
騎
常
侍
…
。

「
…
」
は
中
略
を
表
す
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廿
一
年
以
二
親
老
一
上
︱二
請
帰
一
、
不
レ
許
。
賦
レ
詩
曰
、「
慕
レ
義
名
空

在
、
愉
レ
忠
孝
不
レ
全
、
報
恩
無
レ
有
レ
日
、
帰
国
定
何
年
」。
至
二
于

天
宝
十
二
載
一
、
与
二
我
朝
使
参
議
藤
原
清
河
一
同
船
溥
帰
、
任
レ
風

掣
曳
、
漂
︱二
泊
安
南
一
、
属
二
禄
山
構
逆
一
群
盗
蜂
起
、
而
夷
獠
放
横
、

劫
︱二
殺
衆
類
一
、
同
舟
遇
レ
害
者
、
一
百
七
十
余
人
、
僅
遣
二
十
余
人
一
。

以
二
大
暦
五
年
正
月
一
薨
、
時
年
七
十
三
。
贈
二
潞
州
大
都
督
一
。

c
明
達
律
師
伝
云
、
有
レ
夢
二
松
尾
明
神
一
。
天
王
寺
借
住
僧
等
之
霊
験

也
。
各
委
不
レ
記
。
可
レ
見
二
本
伝
一
也
。
追
至
二
公
卿
一
。

略
伝
は
、
a
・
b
・
c
の
三
種
類
が
合
体
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
c

は
『
扶
桑
略
記
』
や
『
元
亨
釈
書
』
に
み
え
る
明
達
を
阿
倍
仲
麻
呂
の
生

ま
れ
変
わ
り
と
す
る
後
世
の
説
話
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
触

れ
な
い
。

a
は
後
半
「
大
唐
光
禄
大
夫
・
散
騎
常
侍
兼
御
史
中
丞
・
北
海
郡
開
国

公
・
贈
潞
州
大
都
督
朝
衡
」
部
分
が
『
続
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）

五
月
戊
申
条
（
後
掲
）
に
み
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
情
報
は
他
の
史
料
に

み
え
な
い
。
父
と
さ
れ
る
船
守
は
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
に
正
五
位
上

に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
中
務
大
輔
へ
の
任
官
や
仲
麻
呂
と
の

関
係
が
わ
か
る
史
料
は
な
い
。
遣
唐
留
学
生
任
命
を
霊
亀
二
年
八
月
二
十

二
日
と
す
る
の
は
、
大
使
・
副
使
の
任
命
が
『
続
日
本
紀
』
で
は
八
月
二

十
日
な
の
で
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
従
四
位
上
に
つ
い
て
は
、
仲
麻
呂
死

亡
時
（〔
表
2
〕
④
）
に
日
本
の
位
階
は
み
え
ず
、
誤
り
と
み
る
べ
き
で

（
8
）

（
9
）

（
10
）

天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
入
唐
時
に
正
四
位
下
の
遣
唐
大
使
藤
原
清

河
が
、
在
唐
中
に
仁
部
卿
、
常
陸
守
、
従
三
位
に
任
官
・
叙
位
さ
れ
、
追

悼
記
事
に
は
伝
記
が
付
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
仲
麻
呂
と

清
河
の
違
い
は
律
令
官
人
で
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。
日
本
の
位
階
や
官

職
を
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
仲
麻
呂
は
、
律
令
国
家
の
官
人
と
み
な
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
正
史
に
記
載
が
僅
か
な
の
は
そ
の
た
め
で

あ
ろ
う
。

（
二
）『
古
今
和
歌
集
目
録
』
の
考
察

日
本
の
正
史
に
は
仲
麻
呂
の
伝
記
が
な
い
が
、『
古
今
和
歌
集
』
の
歌

数
と
作
者
の
略
伝
を
記
す
『
古
今
和
歌
集
目
録
』（
以
下
『
目
録
』、
十
二

世
紀
初
頭
成
立
）
に
は
、「
天
の
原
」
の
歌
の
作
者
と
し
て
阿
倍
仲
麻
呂

の
伝
記
が
以
下
の
と
お
り
付
さ
れ
て
い
る
（
内
容
か
ら
段
落
を
分
け
a
・

b
・
c
を
付
し
た
）。

安
倍
朝
臣
仲
麿
一
首　

旅

a
中
務
大
輔
正
五
位
上
船
守
男
。
霊
亀
二
年
八
月
廿
二
日
乙
丑
、
為
二

遣
唐
学
生
留
学
生
一
。
従
四
位
上
安
倍
朝
臣
仲
麿
、
大
唐
光
禄
大

夫
・
散
騎
常
侍
兼
御
史
中
丞
・
北
海
郡
開
国
公
・
贈
潞
州
大
都
督
朝

衡
。

b
国
史
云
、
本
名
仲
麿
、
唐
朝
賜
姓
朝
氏
名
衡
字
仲
満
、
性
聡
敏
、

好
二
読
書
一
。
霊
亀
二
年
以
レ
選
為
二
入
唐
留
学
問
生
一
、
時
年
十
有
六
。

十
九
年
京
兆
尹
崔
日
知
薦
レ
之
、
下
レ
詔
褒
賞
、
超
拝
二
左
補
闕
一
。

（
7
）
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あ
る
。

b
に
つ
い
て
は
、『
目
録
』
が
引
く
「
国
史
云
」
は
仲
麻
呂
を
含
み
七

例
あ
り
、
仲
麻
呂
と
都
良
香
の
一
部
を
除
き
六
国
史
か
ら
の
引
用
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。「（
開
元
）
十
九
年
京
兆
尹
崔
日
知
」
以
下
は
具

体
的
な
内
容
だ
が
出
典
は
不
明
で
あ
る
。
崔
日
知
が
京
兆
尹
で
あ
っ
た
こ

と
は
、『
旧
唐
書
』
巻
九
九
「
崔
日
用
附
伝
」
か
ら
知
ら
れ
、『
資
治
通

鑑
』
巻
二
一
一
に
は
、
開
元
三
年
（
七
一
五
）
十
二
月
に
京
兆
尹
か
ら
左

遷
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
十
九
年
京
兆
尹
崔
日
知
」
の
記
述
と
合

わ
ず
、
杉
本
氏
は
、
か
つ
て
京
兆
尹
で
あ
っ
た
崔
日
知
と
解
釈
し
て
い
る
。

末
尾
の
「
以
二
大
暦
五
年
正
月
一
薨
、
時
年
七
十
三
。
贈
二
潞
州
大
都
督
一
」

は
『
日
本
紀
略
』（
以
下
『
紀
略
』）
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
三
月
丁

巳
条
の
藤
原
清
河
追
贈
記
事
（〔
表
2
〕
⑥
の
省
略
部
分
）
に
同
文
が
あ

る
が
、
長
野
正
氏
は
こ
れ
を
仲
麻
呂
の
情
報
と
み
て
い
る
。

で
は
、
a
・
b
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
a

の
出
自
と
略
歴
は
『
目
録
』
掲
載
の
す
べ
て
の
人
物
に
付
さ
れ
て
い
る
基

本
情
報
で
あ
り
、『
目
録
』
の
地
の
文
と
考
え
た
い
。
た
だ
し
、「
大
唐
光

禄
大
夫
」
以
下
を
『
続
後
紀
』
か
ら
の
引
用
と
み
る
に
は
慎
重
に
な
る
必

要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
続
後
紀
』
承
和
三
年
五
月
戊
申
条
に
は
、

後
掲
の
と
お
り
「
大
唐
光
禄
大
夫
」
以
外
に
も
仲
麻
呂
の
記
述
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
続
後
紀
』
の
引
用
で
あ
れ
ば

「
国
史
云
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
大
唐
光

（
11
）

（
12
）

（
13
）

禄
大
夫
」
以
下
も
含
め
た
a
部
分
が
、『
続
後
紀
』
と
は
別
の
史
料
を
基

に
『
目
録
』
の
地
の
文
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く
。『
目
録
』

の
基
本
情
報
の
成
立
は
、
他
の
人
物
伝
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
方
、
b
の
「
国
史
云
」
が
六
国
史
と
い
う
原
則
を
踏
ま
え
れ
ば
、
b

は
す
で
に
長
野
氏
が
延
暦
二
十
二
年
の
清
河
追
贈
記
事
に
仲
麻
呂
の
追
贈

記
事
も
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
散
逸
し
た
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二

十
二
年
三
月
丁
巳
条
の
記
述
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
紀
略
』
に
お
い
て
清
河
の
追
贈
記
事
が
採
録
さ
れ
、
仲
麻
呂
の
そ
れ

が
省
略
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
試
み
に
、『
日
本
後
紀
』
の
本
文
が
残
る

延
暦
二
十
三
・
二
十
四
年
の
遣
唐
使
関
連
記
事
を
、『
紀
略
』
の
記
事
と

比
較
し
た
。
す
る
と
、『
紀
略
』
で
は
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
の
情
報
は
、

対
馬
到
着
記
事
や
節
刀
返
上
、
信
物
献
上
記
事
な
ど
す
べ
て
採
録
さ
れ
て

お
り
、
省
略
さ
れ
て
い
た
の
は
到
着
時
の
上
奏
内
容
の
み
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
判
官
菅
原
清
公
の
帰
国
や
遣
唐
第
三
船
の
漂
着
情
報
は
す

べ
て
省
か
れ
、
遣
唐
使
へ
の
叙
位
・
追
贈
記
事
に
み
え
る
石
川
道
益
の
伝

記
も
不
採
録
で
あ
っ
た
。

『
紀
略
』
の
編
者
は
、「
藤
原
百
川
伝
」
の
引
用
や
藤
原
種
継
事
件
の
記

事
か
ら
藤
原
式
家
ゆ
か
り
の
人
物
と
も
さ
れ
る
。
遣
唐
大
使
は
清
河
、
葛

野
麻
呂
、
常
嗣
と
代
々
北
家
で
式
家
で
は
な
い
が
、
大
使
で
あ
る
藤
原
氏

の
基
本
的
な
情
報
は
採
録
さ
れ
、
副
使
以
下
の
藤
原
氏
以
外
の
氏
族
の
情

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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修
︱二
聘
唐
国
一
。
路
甞
二
艱
苦
一
、
泊
遘
二
沈
痾
一
、
未
レ
達
二
於
中
京
一
、

奄
淪
二
於
下
穸
一
。
興
言
及
レ
此
、
追
以
悼
傷
。
伝
噵
霊
芝
、
産
二
于

墳
裏
一
。
蓋
由
二
幽
感
一
、
克
致
レ
之
歟
、
宜
下
錫
二
寵
章
一
、
式
旌
中

泉
壌
上
。
④
故
入
唐
判
官
贈
従
五
品
下
紀
朝
臣
馬
主
可
レ
贈
二
従
五
品

上
一
。
⑤
故
入
唐
判
官
従
五
品
下
勲
十
二
等
田
口
朝
臣
養
年
富
可

レ
贈
二
従
五
品
上
一
。
⑥
故
入
唐
判
官
従
五
品
下
甘
南
備
真
人
信
影
可

レ
贈
二
従
五
品
上
一
。
⑦
故
入
唐
判
官
贈
従
五
品
下
紀
朝
臣
三
寅
可

レ
贈
二
従
五
品
上
一
。
⑧
故
入
唐
判
官
従
五
品
下
掃
守
宿
禰
明
可
レ
贈
二

従
五
品
上
一
。
馬
主
以
下
至
レ
明
五
人
位
記
、
共
用
二
同
詞
一
。
往
参
二

高
選
一
、
出
使
二
大
邦
一
、
俄
淹
二
泉
台
一
、
不
レ
帰
二
本
土
一
。
仁
惻
念

レ
旧
、
彜
典
无
レ
愆
。
義
不
レ
忘
レ
労
、
朝
章
斯
在
。
宜
下
申
二
寵
渥
一
、

用
慰
中
亡
魂
上
。

d
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
史
料
は
承
和
の
遣
唐
使
に
託
さ
れ
た
、
唐
で

没
し
た
者
の
位
記
の
引
用
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
e
は
仁
明
天
皇
の
詔

で
、
末
尾
に
「
宜
下
申
二
寵
渥
一
、
用
慰
中
亡
魂
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
承
和

の
遣
唐
使
に
死
者
の
墓
前
に
位
記
を
供
え
て
亡
魂
を
慰
め
る
よ
う
命
じ
た

も
の
で
、
e
部
分
が
①
〜
⑧
の
八
人
分
の
位
記
の
内
容
で
あ
る
。
①
藤
原

清
河
は
天
平
勝
宝
の
遣
唐
大
使
、
②
阿
倍
仲
麻
呂
は
養
老
の
遣
唐
留
学
生
、

③
石
川
道
益
と
⑥
甘
南
備
信
影
は
延
暦
の
遣
唐
副
使
と
判
官
、
④
紀
馬
主

と
⑤
田
口
養
年
富
は
天
平
の
遣
唐
判
官
、
⑧
掃
守
明
は
大
宝
の
遣
唐
小
位

（
判
官
）、
⑦
の
紀
三
寅
は
不
明
で
あ
り
、
承
和
の
遣
唐
使
以
前
の
八
・
九

報
は
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
阿
倍
仲
麻
呂
の
情
報
も
省
略
さ
れ
た
と

み
る
べ
き
だ
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
目
録
』
b
は
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
二
年
三

月
丁
巳
条
の
引
用
で
、『
目
録
』
の
地
の
文
で
従
四
位
上
の
よ
う
な
信
用

で
き
な
い
記
述
を
含
む
a
よ
り
も
成
立
が
早
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）『
続
日
本
後
紀
』
の
検
討

最
後
に
、『
続
後
紀
』
承
和
三
年
五
月
戊
申
条
を
検
討
し
た
い
。
や
や

長
い
が
全
文
を
挙
げ
る
（
内
容
か
ら
改
行
し
番
号
を
付
し
た
）。

d
便
附
二
聘
唐
使
一
、
贈
︱下
遣
往
歳
銜
二
本
朝
命
一
入
唐
使
幷
留
学
等
、
在

レ
彼
身
没
者
八
人
位
記
上
、
以
慰
二
幽
魂
一
。

e
其
詔
詞
曰
、
①
故
入
唐
大
使
贈
正
二
位
藤
原
朝
臣
清
河
可
レ
贈
二
従

一
品
一
。
昔
膺
二
帝
簡
一
、
遠
効
二
皇
華
一
、
不
レ
利
二
帰
帆
一
、
還
苦
二

漂
梗
一
。
終
在
二
殊
域
一
、
俄
従
二
閲
川
一
、
睠
二
彼
云
亡
一
、
良
深
嗟
悼
。

宜
下
加
二
異
代
之
寵
一
、
以
申
中
追
遠
之
恩
上
。
②
故
留
学
問
贈
従
二
品

安
倍
朝
臣
仲
満
、
大
唐
光
禄
大
夫
・
右
散
騎
常
侍
兼
御
史
中
丞
・
北

海
郡
開
国
公
・
贈
潞
州
大
都
督
朝
衡
、
可
レ
贈
二
正
二
品
一
。
身
渉
二

鯨
波
一
、
業
成
二
麟
角
一
、
詞
峰
聳
レ
峻
、
学
海
揚
レ
漪
。
顕
位
斯
昇
、

英
声
已
播
、
如
何
不
レ
愍
、
莫
二
遂
言
帰
一
。
唯
有
二
掞
天
之
章
一
、
長

伝
二
擲
地
之
響
一
、
追
賁
二
幽
壌
一
、
既
隆
二
於
前
命
一
、
重
叙
二
崇
班
一
、

俾
レ
洽
二
於
命
詔
一
。
③
故
入
唐
使
贈
従
四
品
下
石
川
朝
臣
道
益
可

レ
贈
二
従
四
品
上
一
。
忘
レ
躯
徇
レ
節
、
奉
二
使
先
朝
一
、
履
レ
義
資
レ
忠
、
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史
中
丞
・
北
海
郡
開
国
公
・
贈
潞
州
大
都
督
朝
衡
」
を
除
け
ば
、
八
人
の

表
記
が
「
故
入
唐
大
使
」「
贈
正
二
位
」「
藤
原
朝
臣
清
河
」「
可
贈
従
一

品
」
の
よ
う
に
遣
唐
使
の
肩
書
、
位
階
（
品
階
）、
氏
名
、
追
贈
品
階
の

書
式
で
揃
う
こ
と
で
あ
る
。
清
河
も
唐
で
正
二
品
相
当
の
特
進
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
仲
麻
呂
の
み
が
五
つ
の
官
職
を
記
し

末
尾
に
「
朝
衡
」
と
い
う
唐
名
が
み
え
る
の
は
、
と
り
わ
け
八
人
の
位
記

す
べ
て
を
日
本
で
作
成
し
た
な
ら
ば
不
審
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
傍
線
部

は
唐
の
告
身
な
ど
に
基
づ
く
『
続
後
紀
』
編
纂
時
の
注
記
や
後
の
書
き
入

れ
の
可
能
性
が
あ
る
。
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
校
異
は
な
く
、
注
記
説

は
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
前
述
の
と
お
り
、
同
内
容
の
一
節
が
十
二
世
紀

成
立
の
『
目
録
』
の
地
の
文
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
傍
線
部
の
出
典
を

『
続
後
紀
』
の
e
部
分
の
日
本
の
位
記
と
区
別
し
て
検
討
す
る
余
地
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
も
追
究
し
て
い
き

た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
日
本
史
料
に
み
え
る
仲
麻
呂
情
報
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
仲
麻

呂
の
官
歴
を
載
せ
る
の
は
、
仲
麻
呂
と
同
時
代
の
思
託
に
よ
る
情
報
を
除

け
ば
、『
続
日
本
後
紀
』
と
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
の
み
で
あ
っ
た
。
そ

の
な
か
で
最
も
成
立
が
古
い
と
判
断
し
た
の
が
、『
目
録
』
が
引
用
す
る

「
国
史
云
」
で
あ
り
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
二
年
三
月
丁
巳
条
に
該
当

世
紀
を
通
じ
た
遣
唐
使
（
判
官
以
上
）
が
対
象
と
思
わ
れ
る
。
唯
一
留
学

生
で
名
前
が
載
る
阿
倍
仲
麻
呂
は
別
格
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宝
亀
の
遣

唐
使
で
帰
国
時
に
死
亡
し
た
副
使
小
野
石
根
は
含
ま
れ
ず
、
唐
で
の
死
没

者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
は
今
回
限
り
の
も
の
な
の
か
、

な
ぜ
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
位
記
が
唐
の
告
身
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
清
河
の
正
二
位

を
除
き
他
の
追
贈
は
品
階
の
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
③
の
石
川
道
益
に
つ

い
て
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
は
、
長
安
に
行
く
遣
唐
判
官
長
岑
高
名

が
、
揚
州
に
残
る
円
仁
に
道
益
の
位
記
・
祭
文
・
綿
十
屯
を
託
し
、
そ
の

書
状
に
、

延
暦
年
中
、
入
唐
副
使
石
川
朝
臣
道
益
、
明
州
身
亡
。
已
今
有
レ
勅
、

叙
二
四
品
位
一
。
付
二
此
使
一
送
、
贈
︱二
賜
彼
隴
前
一
。
須
レ
便
︱二
問
台
州

路
次
一
。
若
到
二
明
州
境
一
、
即
読
二
祭
文
一
、
以
レ
火
焼
︱二
捨
位
記
之

文
一
。

と
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
今
有
レ
勅
、
叙
二
四
品
位
一
」
が
③

の
従
四
品
上
追
贈
と
合
致
す
る
こ
と
や
、
延
暦
二
十
四
年
に
従
四
位
下
を

追
贈
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
位
記
の
「
奉
二
使
先
朝
一
、
履
レ
義
資
レ
忠
、
修
︱二

聘
唐
国
一
」
な
ど
の
表
現
か
ら
み
て
も
、
道
益
の
位
記
の
発
給
主
体
は
日

本
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
①
の
清
河
の
位
記
に
み
え
る
唐
に
対
す
る

「
殊
域
」
と
い
う
表
現
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
傍
線
部
の
「
大
唐
光
禄
大
夫
・
右
散
騎
常
侍
兼
御

（
18
）

（
19
）

（
20
）（

21
）
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す
る
と
い
う
長
野
説
を
妥
当
と
し
た
。
当
該
条
の
仲
麻
呂
の
官
歴
は
左
補

闕
と
贈
潞
州
大
都
督
で
あ
り
、
贈
潞
州
大
都
督
は
清
河
へ
の
贈
官
と
し
て

『
紀
略
』
に
記
録
さ
れ
る
が
、
仲
麻
呂
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、「
大
唐
光
禄
大
夫
・
右
散
騎
常
侍
兼
御
史
中
丞
・
北
海
郡
開
国

公
」
は
「
贈
潞
州
大
都
督
」
と
セ
ッ
ト
で
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
続

後
紀
』
の
注
記
や
後
の
書
き
入
れ
で
あ
っ
て
も
信
憑
性
は
高
い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
延
暦
二
十
二
年
時
点
で
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
官

職
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
延
暦
ま
た
は
承
和
の
遣
唐
使
や
留
学
生
、

留
学
僧
の
帰
国
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
え
る
。

前
掲
『
続
後
紀
』
の
仲
麻
呂
の
位
記
に
は
、「
業
成
二
麟
角
一
、
詞
峰
聳

レ
峻
、
学
海
揚
レ
漪
。
顕
位
斯
昇
、
英
声
已
播
」
と
あ
る
。
仲
麻
呂
は
律

令
官
人
で
な
い
た
め
正
史
の
肩
書
は
常
に
「
学
生
」
で
あ
っ
た
が
、
位
記

で
は
学
問
や
漢
詩
の
才
能
、
唐
で
高
位
高
官
を
得
た
こ
と
が
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
仲
麻
呂
没
後
に
入
唐
し
た
延
暦
の
遣

唐
使
、
と
り
わ
け
菅
原
清
公
や
空
海
、
さ
ら
に
嵯
峨
天
皇
の
文
章
経
国
思

想
の
時
代
の
文
人
た
ち
に
よ
り
積
極
的
に
広
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

註（1
） 　

杉
本
直
治
郎
『
阿
倍
仲
麻
呂
伝
研
究
』
手
沢
補
訂
本
（
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
六
年
、
原
本
は
育
芳
社
一
九
四
〇
年
刊
）。

（
2
） 　

上
野
誠
『
遣
唐
使
阿
倍
仲
麻
呂
の
夢
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇

一
三
年
、
八
五
頁
）、
榎
本
淳
一
「
阿
倍
仲
麻
呂
」（
佐
藤
信
編
『
古

代
の
人
物　

二　

奈
良
の
都
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。
ま
た
、

仲
麻
呂
の
科
挙
合
格
（「
楊
文
公
談
苑
」
の
「
隷
太
学
応
挙
」）
に
は
、

慎
重
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
村
上
哲
見
「
阿
倍
仲
麻
呂
と
唐
の

詩
人
た
ち
」『
漢
詩
と
日
本
人
』
講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
川
本
芳

昭
「
崔
致
遠
と
阿
倍
仲
麻
呂
」『
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
諸
民
族

と
国
家
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）。

（
3
） 　

藤
善
眞
澄
「
成
尋
と
楊
文
公
談
苑
」（『
参
天
台
五
臺
山
記
の
研
究
』

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
は
一
九
八
一
年
）。

（
4
） 　
『
扶
桑
略
記
』
霊
亀
二
年
八
月
条
で
は
、
大
伴
山
守
が
大
使
、
多

治
比
県
守
と
阿
倍
仲
麻
呂
が
副
使
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
副
使
の

情
報
は
誤
り
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
で
は
、
遣
唐
押
使
が
多
治
比

県
守
、
大
使
阿
倍
安
麻
呂
は
後
に
大
伴
山
守
に
交
代
し
、
副
使
は
藤

原
馬
養
（
宇
合
）
で
あ
る
。

（
5
） 　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
二
月
乙
亥
（
四
日
）
条
。

（
6
） 　

増
村
宏
「
遣
唐
大
使
藤
原
清
河
の
年
齢
」（『
遣
唐
使
の
研
究
』
同

朋
舎
出
版
、
一
九
八
八
年
、
初
出
は
一
九
八
一
年
）。

（
7
） 　
『
目
録
』
の
作
者
は
藤
原
仲
実
（
一
〇
五
七
〜
一
一
一
八
）
と
さ

れ
る
が
（『
群
書
解
題
』
九
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
〇
年
）、

西
村
加
代
子
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
作
者
考
」（『
中
古
文
学
』
二
五
、

一
九
八
〇
年
）
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
目
録
は
何
種
も
あ
り
、
現

存
本
文
は
仲
実
撰
で
な
く
、
平
安
末
期
に
歌
人
勝
命
（
藤
原
親
重
、

没
年
は
一
一
八
四
年
以
降
）
の
撰
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
寿
永

二
年
（
一
一
八
三
）
成
立
と
さ
れ
る
顕
昭
『
古
今
集
註
』
に
も
仲
麻

呂
記
事
は
あ
る
が
、『
目
録
』a
部
分
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
た
め
本

稿
で
の
検
討
は
省
略
し
た
。

（
8
） 　

増
村
前
掲
註
（
6
）
論
文
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
と
内
閣
文
庫

本
が
b
の
「
至
于
天
宝
十
二
載
」
以
下
を
改
行
し
て
い
る
た
め
、「
国

史
云
」
と
は
異
な
る
出
典
と
み
る
が
、
本
稿
で
は
「
十
九
年
京
兆
尹
」
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以
降
は
唐
で
の
経
歴
で
あ
り
、
内
容
的
に
つ
な
が
る
た
め
「
至
于
天

宝
十
二
載
」
以
下
も
「
国
史
云
」
の
引
用
と
考
え
た
い
。

（
9
） 　
『
扶
桑
略
記
』
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
正
月
二
十
四
日
条
、『
元
亨

釈
書
』
巻
十
叡
山
明
達
条
。

（
10
） 　
『
続
日
本
紀
』
養
老
七
年
正
月
丙
子
（
十
日
）
条
。『
日
本
後
紀
』

大
同
三
年
（
八
〇
八
）
六
月
甲
子
（
十
三
日
）
条
の
安
倍
弟
当
の
卒

伝
に
は
「
正
五
位
上
勲
五
等
船
守
之
孫
」
と
あ
り
、
勲
位
を
得
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
11
） 　

長
野
正
「
藤
原
清
河
伝
に
つ
い
て
︱
そ
の
生
没
年
を
め
ぐ
る
疑
問

の
解
明
︱
」（
和
歌
森
太
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編

『
古
代
・
中
世
の
社
会
と
民
俗
文
化
』
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
）、
小

山
田
和
夫
「『
古
今
和
歌
集
目
録
』
所
引
「
国
史
」
考
」（『
立
正
大

学
文
学
部
論
叢
』
一
〇
七
、
一
九
九
八
年
）。
都
良
香
に
つ
い
て
は
、

伯
父
腹
赤
の
記
述
の
出
典
が
不
明
だ
が
、『
日
本
紀
略
』
天
長
二
年

（
八
二
五
）
七
月
戊
申
条
に
腹
赤
の
卒
伝
が
あ
る
た
め
、『
日
本
後
紀
』

同
日
条
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
） 　

杉
本
前
掲
註
（
1
）
書
、
二
一
九
〜
二
二
六
頁
。

（
13
） 　

長
野
前
掲
註
（
11
）
論
文
。
た
だ
し
、
註
（
6
）
の
と
お
り
増
村

氏
は
こ
の
部
分
を
藤
原
清
河
に
関
す
る
内
容
と
す
る
。

（
14
） 　

長
野
前
掲
註
（
11
）
論
文
。

（
15
） 　
『
日
本
紀
略
』
延
暦
二
十
四
年
六
月
乙
巳
（
八
日
）、
七
月
戊
辰
朔
、

辛
巳
（
十
四
日
）
条
。

（
16
） 　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
六
月
甲
寅
（
十
七
日
）、
七
月
癸
未

（
十
六
日
）、
七
月
壬
辰
（
二
十
五
日
）
条
。

（
17
） 　

坂
本
太
郎
「
日
本
紀
略
」（『
坂
本
太
郎
著
作
集
5　

修
史
と
史
学
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
所
収
「
史
書
を
読
む
」、
初
出
は
一
九

八
一
年
）。

（
18
） 　

こ
の
時
の
位
記
焼
却
に
つ
い
て
は
、
稲
田
奈
津
子
「
文
書
を
焼
く
」

（
義
江
彰
夫
編
『
古
代
中
世
の
社
会
変
動
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）
が
那
波
利
貞
「
焚
黄
儀
節
攷
─
慈
覚
大
師
円
仁
の
入

唐
に
関
連
し
て
─
」（『
史
窓
』
二
〇
、
一
九
六
二
年
）
や
小
野
勝
年

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
一
（
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
）
の

先
行
研
究
を
紹
介
す
る
。

（
19
） 　
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
一
、
開
成
三
年
（
八
三
八
）
十
月
四

日
条
。

（
20
） 　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
七
月
壬
辰
（
二
十
五
日
）
条
。

（
21
） 　

こ
の
追
贈
を
唐
朝
に
よ
る
も
の
と
す
る
森
克
己
「
遣
唐
使
」（『
新

編
森
克
己
著
作
集
5　

古
代
〜
近
代
日
本
の
対
外
交
流
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
二
〇
〇
頁
、
初
出
は
一
九
五
五
年
）
に
対
し
て
は
、

小
野
前
掲
註
（
18
）
書
、
二
三
一
頁
の
批
判
が
あ
る
。『
朝
野
群
載
』

巻
二
十
異
国
に
掲
載
の
唐
朝
に
よ
る
高
階
遠
成
へ
の
位
記
と
、
日
本

か
ら
の
渤
海
使
裴
璆
へ
の
位
記
の
書
式
を
参
考
に
し
て
も
、『
続
後

紀
』
本
条
の
位
記
は
後
者
の
日
本
の
書
式
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。（

は
ま
だ
・
く
み
こ
／
早
稲
田
大
学
・
法
政
大
学
等
非
常
勤
講
師
）


